
摂津市上下水道部公告第７号	 

	 	 

制限付一般競争入札を下記のとおり執行するので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び摂津市水道事業及び下水道事業会計規程（昭和５８年水道

企業規程第７号）第９１条の規定に基づき次のとおり公告する。	 

	 

	 

令和元年１１月１日	 

	 

摂津市長	 森	 山	 一	 正	 

	 

記	 

	 

	 

１	 業務名	 	 	 開閉栓業務委託	 

	 

２	 業務場所	 	 摂津市内一円	 

	 

３	 予定期間	 	 令和２年４月１日〜令和５年３月３１日	 

	 

４	 概	 	 要	 	 （１）開栓	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （２）閉栓	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （３）閉栓時精算	 

	 	 	 	 	 	 	 	 （４）その他上記付随業務	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 受付、起票、データ入力、コメント入力、閉栓分の納付書の作成、	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 封緘及び送付、閉栓分の口座振替データ作成、現地精算現金の	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 管理、領収書及び領収書控え等の管理、業務日誌、収納日報・	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 月報・年報の作成・整理等	 

	 

５	 入札参加資格要件	 

	 	 制限付一般競争入札に参加する為には、以下の要件をすべて満たしていること。	 

（１）本市の競争入札参加資格者名簿に「業種：業務委託」で登載されていること。 
（２）本市と同等又はそれ以上の規模の開閉栓業務の受託経験を、１年以上有すること。 
（３）給水装置工事主任技術者の資格を有し、水道維持管理業務の実務経験３年以上の者 
	 	 を専任の業務責任者として１名配置できること。 
（４）水道維持管理業務の実務経験１年以上の者を業務従事者として１名以上配置できる 



	 	 こと。 
（５）公告の日から入札の日までの間に、本市の競争入札参加に係る入札参加停止の措置 
	 	 期間中でないこと。 
（６）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しないものであること（一般競争入 
	 	 札の参加者資格の不適格事項が列記）。 
（７）次のア又はイのいずれかに該当する場合は、参加することができない。 
ア	 会社法（平成１７年法律第８６号）第２条第３号に規定する子会社（以下「子会社」

という。）と同条第４号に規定する親会社（以下「親会社」という。）の関係にある場

合又は親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 
イ	 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係にある場合又は一方の

会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係にある場合又は一方の会社の

役員が他方の会社の会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第６７条第１項又は民

事再生法（平成１１年法律第２２５号）第６４条第２項の規定により選任された管財

人を現に兼ねている関係にある場合のいずれかに該当する場合。 
（８）次の各号のいずれにも該当しないものであること。 
ア	 破産法（平成１６年法律第７５号）第１８条又は第１９条の規定に基づく破産の申

立てがなされているもの。 
イ	 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定に基づく再生手続の申立

てがなされているもの。 
ウ	 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定に基づく更生手続きの申

立てがなされているもの。 
 
６	 入札参加申込時提出書類 
（１）摂津市制限付一般競争入札参加申込書 
（２）摂津市制限付一般競争入札参加者証	 

（３）業務経歴調書	 

	 	 	 対象の業務委託の契約書の写しを添付すること。	 

（４）配置予定業務責任者等調書	 

	 	 	 資格者証の写し及び該事業所と直接かつ恒常的な雇用関係（３か月以上）が確認で 
	 	 きる書類（健康保険被保険者証等）の写しを添付すること。	 

	 

７	 入札参加申込書受付期間及び場所	 

	 	 令和元年１１月１日（金）〜令和元年１１月１５日（金）	 

	 	 午前１０時００分〜午後４時００分	 

	 	 摂津市	 上下水道部	 経営企画課	 

	 



８	 入札参加資格者公表日時及び場所	 

	 	 令和元年１１月２２日（金）〜令和元年１２月３日（火）	 

	 	 午前１０時００分〜午後４時００分	 

	 	 摂津市	 上下水道部	 経営企画課カウンター（受付番号のみ）	 

	 

９	 入札会日時及び場所	 

	 	 令和元年１２月１８日（水）	 午前１１時００分から	 

	 	 摂津市	 上下水道部	 別館２階	 中会議室	 

	 

10	 無効となる入札事項	 

	 	 摂津市水道事業及び下水道事業会計規程第９７条に該当する入札を行ったもの。	 

	 

11	 入札保証金	 

	 	 必要	 

	 	 摂津市水道事業及び下水道事業会計規程第９３条から第９６条に定めるとおりとする。	 

	 

12	 入札回数	 	 	 	 ２回	 

	 

13	 入札の中止	 

	 	 入札に参加する事業者が２者に満たないときは、入札を中止する。	 

	 

14	 その他	 

（１）参加申込書及び参加者証の記名・押印は、平成２９〜３２年度の摂津市競争入札参	 

	 	 加資格申請を本店でされた場合は本店、支店でされた場合は支店で記載すること．	 

（２）資格審査において資格有りと認められた後であっても、入札開始時刻までに入札参	 

	 	 加資格要件に該当しなくなったときは、失格とする。	 

	 

	 

	 


